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  本事務所通信は事務所の顧客さま、名刺交

換をさせていただいた方、ＦＡＸ番号、メー

ルアドレスを教え頂いた会社さんへお送りし

ております。不要の方はお手数ですがメー

ル、ＦＡＸ、電話等でその旨をご連絡下さい

ますようお願い申し上げます。 

   
 

無料WEB審査受診の勧め 

会社も人と同じく年に1回は健康診断が必要

です。会社の強みや改善点等の自社の状況を知

ることは企業経営に対して重要です。 

ホワイト財団が提供する１時間ほどの無料

WEB審査の受診をお勧めします。 
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個人情報の取り扱い

社員に関する個人情報の取り扱いを規制する法

律には個人情報保護法と職業安定法があります。

今回は法の規制内容の概要と配慮しなければなら

ない事項を、３事例を挙げて紹介します。 

 個人情報保護法の規制概要・ 

社員情報を保有する会社は個人情報取扱事業者

として規制の対象となり、個人情報の①取得・利

用、②保管・管理、③第３者への提供、④開示請

求への対応が規制されています。個人情報の取り

扱い時には利用目的を明示することになっており

ます。社員の採用時に取得する個人情報は合否判

断に必要な情報に限られます。また病歴、犯罪歴

等は要配慮個人情報として本人の同意を得ないで

取得することが禁止されています。 

 職業安定法の規制概要・  

個人情報の収集、保管、使用は目的の達成に必

要な範囲内に限られています。採用は本人の適性

と能力だけで選考するのが原則です。本籍、宗

教、支持政党、人生観、生活信条や家族の職業、

病歴、学歴等を、書類で求めたり面接で聞いたり

することは禁止されています。 

 ワクチン接種情報・  

新型コロナウイルスのワクチン接種は強制では

なく、あくまでご本人の意思に基づき受けるもの

です。会社としては感染予防のために接種情報を

求め、その結果で業務を調整することは違法では

ありません。例えば接種済の社員には出社、ある

いは顧客と接する仕事を求めるが、それ以外の社

員には休業や内勤を求めることは可能です。しか

し、接種情報はプライバシーに関わることなので

社内外に公表することはできません。 

 健康情報・  

健康情報、特に疾病情報はできればプライバシ

ーに関わることなので秘密にしておきたいもので

す。個人情報保護法では病歴を要配慮個人情報と

して取得には本人の同意が必要との規制をかけて

います。一方で会社としては適正配置や本人また

は第３者への安全確保に支障のある病歴は把握し

ておく必要があります。必要があるといってもデ

リケートです。内容は必要最小限に留め、知り得

た情報は上司等の情報を必要とする一部の者しか

情報共有しないなどの配慮が求められます。 

 レファレンスチェック・  

中途採用の際に候補者の実績や人物像、仕事ぶ

りを前職の同僚・上司から取得することをレファ

レンスチェックと言います。レファレンスチェッ

クを直接に禁止する法律はありませんが、やり方

の依っては違法になったり、本人に不信感を植え

付けたりするので注意が必要です。①目的や内

容、問い合わせ先を明確にして事前に本人の同意

を得る、②取得したデータは個人情報として適切

に管理する、③チェック先の会社にはあらかじめ

本人から同意を得ていることを伝える、④実施は

採用内定前とする、等の配慮が必要です。 

前職に知り合いがいたとしても個人的に話をし

て候補者の情報を取得することは身辺調査と同様

になりますので避けるべきです。 

 まとめ・  

個人情報の取得はデリケートな問題を孕んでい

ます。取得する情報は業務や安全確保のために必

要最小限に留め、また取得した情報は内容に応じ

て適切に管理することが必要です。 
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